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暮らし

　

▼ 

125
㏄
ま
で
の
バ
イ
ク
、
農
耕
作
業
用
車
（
ト
ラ
ク
タ
ー
）
等　

↓　

税
務
課
税
務
係

　固定資産税を算定する基礎となる課税台

帳の閲覧ができます。自分の所有する固定

資産の内容について知りたい人は、この期

間のみ無料で閲覧できますのでご利用くだ

さい。

● 閲覧期間
　 4 月 1日（水）～ 6月 1日（月）

　 9：00～ 17：00（土・日・祝日を除く）

● 閲覧場所
　 税務課固定資産係、草部又は野尻出張所

● 閲覧できる人
　 固定資産の所有者（納税義務者）及び

　 同居の 親族、納税管理人、

　借地人・借家人（貸借にか かる資産のみ）

　高森町に固定資産税を納税する人は、町

内すべての課税対象土地及び家屋の価格等

を記載した「土地価格等縦覧帳簿」及び「家

屋価格等縦覧帳簿」をこの期間のみ無料で

縦覧できますのでご利用ください。

● 縦覧期間
　 4 月 1日（水）～ 6月 1日（月）

　 9：00～ 17：00（土・日・祝日を除く）

● 縦覧場所
　 税務課固定資産係

● 縦覧できる人
　 高森町に固定資産税を納税している人、

　 納税者と同居の親族、納税管理人

固定資産課税台帳の閲覧、
土地・家屋価格等縦覧帳簿
の縦覧ができます！

　

　

軽
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
に
所
有
（
登
録
）
し
て
い
る
人
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
使
わ
な
か
っ
た
り
、譲
っ

た
り
し
た
場
合
は
、
廃
車
・
名
義
変
更

の
手
続
き
を
し
な
い
と
課
税
さ
れ
ま

す
。盗
難（
警
察
へ
の
届
出
が
必
要
）に
あ
っ

た
り
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
紛
失
し

た
場
合
も
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■ 

税
務
課　

税
務
係

　

 

☎
（
６
２
）
１
１
１
１　

内
線
164
・
165

＝ 帳 簿 の 縦 覧 ＝

＝ 台 帳 の 閲 覧 ＝

　　

▼ 

軽
四
輪
車
、126
〜
250
㏄
の
二
輪
車　

↓　

熊
本
県
軽
自
動
車
協
会
（
熊
本
市
東
本
町
16
番
３
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

☎ 

０
９
６
（
３
６
９
）
５
９
７
９

　

▼ 

250
㏄
を
超
え
る
二
輪
車　
　
　
　

  

↓　

熊
本
陸
運
支
局
（
熊
本
市
東
町
４
丁
目
14
番
35
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

☎ 

０
９
６
（
３
６
９
）
３
１
８
９

　

熊
本
ナ
ン
バ
ー

　

高
森
町
ナ
ン
バ
ー

➡ ➡
  

必
要
な
も
の

  

● 

印
か
ん

  

● 

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

  

必
要
な
も
の

  

● 

印
か
ん

  

● 

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト

  

● 

車
検
証

  

● 

新
名
義
人
の
住
民
票
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暮らし
　

平
成
26
年
分
確
定
申
告
の
納
付
期
限

は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

納
税
は
、
お
近
く
の
銀
行
（
日
本
銀

行
歳
入
代
理
店
）
な
ど
の
金
融
機
関
（
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
を
含
む
）、
納
税
地
を
管
轄

す
る
税
務
署
の
窓
口
で
受
け
付
け
て
い

ま
す
。
ま
た
、
申
告
所
得
税
及
び
復
興

特
別
所
得
税
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の
納
税
は
、

金
融
機
関
の
預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的

に
振
り
替
え
る
「
振
替
納
税
」
が
大
変

便
利
で
す
。
ま
だ
利
用
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
是
非
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■ 

阿
蘇
税
務
署

　

 

☎ 

０
９
６
７
（
２
２
）
０
５
５
１

子育て支援センター
☎６２－３３１１

　

１
月
21
日
（
水
）、
い
つ
も
の
よ
う

に
「
よ
い
や
さ 

よ
い
や
さ
」「
頭
肩
ひ

ざ
ポ
ン
」
の
歌
遊
び
で
始
ま
り
、
絵
本

の
読
み
聞
か
せ
や
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
、

お
手
玉
遊
び
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、「
星
に
願
い
を
」
な
ど
の

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
演
奏
が
披
露
さ
れ
る

と
、
初
め
て
見
る

楽
器
に
子
ど
も
た

ち
の
目
は
キ
ラ
キ

ラ
。
触
ら
せ
て
も

ら
う
と
満
面
の
笑

み
を
み
せ
ま
し
た
。

　

暦
の
上
で
は
11
日
で
す
が
，
本
セ
ン

タ
ー
で
は
１
月
14
日
（
水
）
に
、
朋
遊

館
で
は
翌
15
日
（
木
）
に
開
き
ま
し
た
。

　

始
め
に
正
月
や
冬
に
因
ん
だ
絵
本
の

読
み
聞
か
せ
、
お
正
月
遊
び
（
コ
マ
回

し
・
カ
ル
タ
取
り
・
福
笑
い
）
な
ど
を
実
施
。

待
ち
か
ね
て
い
た
「
ぜ
ん
ざ
い
」
の
会

食
で
は
、
子
ど
も
に
合
わ
せ
て
、
お
汁

だ
け
や
豆
や
お
餅
を
入
れ
た
り
と
お
母

さ
ん
が
セ
レ
ク
ト
。
朋
遊
館
で
は
、
地

域
の
方
か
ら
ぜ
ん
ざ
い
の
提
供
が
あ

り
、
会
に
参
加
し
て
も
ら
う
な
ど
歓
談

し
な
が
ら
楽
し
み
ま
し
た
。

申
告
所
得
税
、
復
興
特
別
所
得
税

　

３
月
16
日
（
月
）

　

振
替
納
税
の
振
替
日
：
４
月
20
日
（
月
）

消
費
税
、地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
） 

　

３
月
31
日
（
火
）

　

振
替
納
税
の
振
替
日
：
４
月
23
日
（
木
）

児童扶養手当法
支給要件の一部改正

今回の改正で新たに児童扶養手当の受
給対象者が拡大されました！

  ●  ● 養育している祖父母等が、低額の
　   老齢年金を受給している場合

  ●  ●  父子家庭で、子どもが低額の遺族
  　 厚生年金のみを受給している場合

  ●  ● 母子家庭で離婚後に父が死亡し、
  　 子どもが低額の遺族厚生年金のみ
  　 を受給している場合　　　       など

所得に応じた年金額によって受給
できる可能性があります（下表）

町へ申請手続きをお願いします！
■ 手当は申請の翌月分から支給開始となり

　 ますが、次の場合は、平成 26 年 12 月分

     の手当から受給できます。

　 ● 26 年 12 月 1日に支給要件を満たし、

　 　３月までに申請した場合

■ 26 年 12 月分から 27 年３月分の手当は、

　 ４月以降の支給を予定しています。

   問▶ 住民福祉課　福祉係
  　　  ☎ 62-1111     内線 133

対象児童数 　年金額（年額）
１人 ４９２，２４０円未満
２人 ５５２，２４０円未満
３人 ５８８，２４０円未満
４人 ６２４，２４０円未満
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■ 

問 （
一
財
）
熊
本
県
ろ
う
者
福
祉
協
会

　
　
　
　
熊
本
聴
覚
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
（
水
前
寺
６
丁
目
９
番
４
号
）

　
　

 　

   

☎
０
９
６
（
３
８
３
）
５
５
８
７　
　

FAX
０
９
６
（
３
８
４
）
５
９
３
７

　

申
請
す
る
年
度
又
は
前
年
度
に
退
職

（
失
業
）
の
事
実
が
あ
る
場
合
に
対
象

に
な
り
ま
す
（
配
偶
者
・
世
帯
主
が
退

職
し
た
場
合
も
対
象
で
す
）。

★
免
除
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
で
き
る
追
納
制
度
（
10
年
以
内
）
が

あ
り
ま
す
。
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
に
算

入
さ
れ
、
免
除
が
承
認
さ
れ
た
期
間
の
翌
年

度
か
ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
は
、
当
時

の
保
険
料
に
加
算
金
が
つ
き
ま
す
。
お
早
め

の
ご
利
用
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

講
習
内
容
（
次
の
２
課
程
が
あ
り
ま
す
。）

入
門
課
程

４
月
10
日
〜
８
月
７
日

毎
週
金
曜
日　

18
時
30
分
〜
20
時
30
分

基
礎
課
程　

※
入
門
課
程
履
修
者
の
み

９
月
４
日
〜
翌
年
３
月
25
日

毎
週
金
曜
日　

18
時
30
分
〜
20
時
30
分

会
場　

阿
蘇
市
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

受
講
料　

無
料
（
テ
キ
ス
ト
等
は
別
）

　
　
　

※
テ
キ
ス
ト
代
等
は
約 

7,140 

円

受
講
申
込　

　

会
場
に
て
テ
キ
ス
ト
代
等
を
添
え
て

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

高
等
学
校
卒
業
以
上
の
学
力
を
有
さ

れ
て
い
る
人
で
、
手
話
通
訳
者
と
し
て

活
動
を
目
指
す
人
を

募
集
し
ま
す
。

生涯設計セミナー開催！
参加者を募集しています
　いつまでも元気で生涯現役を目指

す人（55歳以上）へのセミナーです。

終了後は、無料個別相談を実施します。

 ● ●  開催  3 月 14 日（土）13 時～
 ● ●  会場  アゼリア２１
 　　　　 （阿蘇市一の宮町）
 ● ●  内容　年金のもらい方
 　　　　 定年後の働き方

【応募方法・お問い合わせ↓こちら】

　総合人材センター熊本支店
　☎    　０９６－２２３－５７２６
　 FAX  　０９６－２２３－５７２８
　　　　　※ 氏名・住所・年齢・電話

　　　　　　 番号をご記入ください。

　メール　kumamoto@sjcweb.jp

■■■■

手
続
き
に
必
要
な
も
の

 

① 

年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号
が

 　

 

わ
か
る
も
の
（
納
付
書
等
）

 

② 

認
印

 

③ 

失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る

 　

 

公
的
機
関
の
証
明
の
写
し

 　

 

（
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
離
職
票
）

住
民
福
祉
課　

福
祉
係  

　
　

☎
（
６
２
）
１
１
１
１   

内
線
132

「すまい」給付金

マイホームを買った人も
これから買う人も

   最大３０万円が
　　   　受け取れる！

収入に
応じて   最大３０万円がもらえます

入居後すぐに申請ができます
（消費税８％時）

※ 住宅ローン減税も大幅に拡充されました。併せてご確認下さい。

申請には要件があります。
ナビダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

0570-064-186

（受付：９時～ 17 時）

すまい給付金事務局 … http://sumai-kyufu.jp

6666666666

    わたしは
 もらえるの？
といった素朴な疑問か
ら申請書の入手方法・
　   記入サポートまで
　　　   対応します通話料が発生します

申請お忘れなく！

引
っ
越
し
た
ら

す
ぐ
に

受
け
取
れ
る
ん
だ

持
分
を
共
有

し
て
い
た
ら

わ
た
し
も

も
ら
え
る
の
ね
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